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年
十
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取
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に
関
す
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外
務
省
職
員
に
よ
る
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
及
び
利
用
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
九
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
二
〇
〇
七
年
十
月
十
一
日
号
の
「
週
刊
新
潮
」
七
十
四
頁
の
コ
ラ
ム
（
以
下
、
「
コ
ラ
ム
」
と

い
う
。
）
の
中
で
、
自
身
が
貯
め
た
マ
イ
レ
ー
ジ
を
利
用
し
て
航
空
機
の
座
席
を
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
し
た
旨
述
べ
た
外
務
省

局
長
に
つ
い
て
、
「
御
指
摘
の
週
刊
誌
の
記
述
に
あ
る
『
局
長
』
の
発
言
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
大
臣
官
房
に
お
い
て
確
認
し
、
そ
の
旨
を
明
確
に
お
答
え
し
て
お
り
、
外
務
省
と
し
て
、
質
問
主
意
書
の
質

問
に
対
し
て
誠
意
を
も
っ
て
答
弁
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
が
重
ね
て
問
う
て
い
る
、
現
在

外
務
省
で
局
長
職
に
就
い
て
い
る
十
名
に
対
し
て
本
年
十
月
十
一
日
か
ら
同
年
同
月
十
六
日
の
間
に
行
わ
れ
た
、
「
コ
ラ

ム
」
の
中
の
発
言
を
行
っ
た
の
は
誰
か
と
い
う
確
認
（
以
下
、
「
確
認
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
「
確
認
」
を
行
っ
た
人
物

の
官
職
氏
名
、
「
確
認
」
の
具
体
的
方
法
、
「
確
認
」
に
対
す
る
十
名
の
局
長
の
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
内
容
が
未
だ
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
右
の
質
問
に
対
す
る
具
体
的
回
答
を
再
度
求
め
る
。

二

二
〇
〇
七
年
十
一
月
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
五
八
号
）
で
は
、
「
確
認
」
に
つ

い
て
「
記
録
は
作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
確
認
」
を
す

一



る
に
あ
た
っ
て
外
務
省
と
し
て
記
録
文
書
を
残
さ
な
い
と
決
定
し
た
法
令
上
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

二
で
、
記
録
文
書
を
残
さ
な
い
と
決
定
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
確
認
」
は
、
選
挙
を
通
じ
て
選
出
さ
れ
、
国
民
の
負
託
を
受
け
た
衆
議
院
議
員
が
質
問
主
意
書
で
問
い
質
し
た
こ
と
へ

の
回
答
を
行
う
上
で
必
要
な
作
業
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
録
文
書
を
残
さ
な
い
こ
と
は
、
外
務
省
の
行
政
処
理
方

法
と
し
て
適
切
で
あ
る
か
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
で
は
、
マ
イ
レ
ー
ジ
の
取
得
又
は
利
用
を
禁
止
し
て

い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
外
務
省
職
員
が
公
費
で
出
張
す
る
際
に
、
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
し
、
そ

れ
を
利
用
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
間
違
い
な
い
か
。
確
認
を
求
め
る
。

六

税
金
に
よ
り
航
空
賃
が
支
払
わ
れ
る
公
務
に
際
し
て
外
務
省
職
員
が
私
的
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
し
、
そ
れ
を
私
的
に
利

用
す
る
こ
と
は
、
現
行
の
国
家
公
務
員
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
行
財
政
改
革
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
、
国
民
年
金

保
険
料
や
医
療
制
度
改
革
に
よ
る
医
療
費
の
自
己
負
担
額
の
増
加
、
ま
た
所
得
税
に
係
る
定
率
減
税
の
廃
止
等
、
国
民
の
負

担
が
増
え
て
い
く
中
で
、
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
料
す
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


